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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２０質量％以上含有し、油分中の成分（Ｂ
）の含有量が５０質量％以上である化粧料であり、
　成分（Ｂ）が、シリコーン系界面活性剤を含有せず、
　化粧料が二層分離式メイクアップリムーバー又は二層分離式整髪料である
ことを特徴とする化粧料。
　成分（Ａ）：エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸との一般式（Ｉ
）及び/又は（II）で示されるエステル化合物、エリスリトール及び／又はエリスリトー
ル縮合物と該エステル化合物と多価カルボン酸との重縮合物、エリスリトール及び／又は
エリスリトール縮合物と多価カルボン酸との重縮合物と脂肪酸との重縮合物、及びエリス
リトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸と多価カルボン酸との重縮合物からな
る群から選ばれる１種又は２種以上、
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【化１】

（式中、Ｒ1～Ｒ4はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表
し、Ｒ5及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表す
。）
　成分（Ｂ）：シリコーン。
【請求項２】
　下記の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を含有することを特徴とする二層分離式メイ
クアップリムーバー。
　成分（Ａ）：エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸との一般式（Ｉ
）及び/又は（II）で示されるエステル化合物、エリスリトール及び／又はエリスリトー
ル縮合物と該エステル化合物と多価カルボン酸との重縮合物、エリスリトール及び／又は
エリスリトール縮合物と多価カルボン酸との重縮合物と脂肪酸との重縮合物、及びエリス
リトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸と多価カルボン酸との重縮合物からな
る群から選ばれる１種又は２種以上、

【化２】

（式中、Ｒ1～Ｒ4はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表
し、Ｒ5及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表す
。）
　成分（Ｂ）：シリコーン。
【請求項３】
　下記の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を含有することを特徴とする二層分離式整髪
料。
　成分（Ａ）：エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸との一般式（Ｉ
）及び/又は（II）で示されるエステル化合物、エリスリトール及び／又はエリスリトー
ル縮合物と該エステル化合物と多価カルボン酸との重縮合物、エリスリトール及び／又は
エリスリトール縮合物と多価カルボン酸との重縮合物と脂肪酸との重縮合物、及びエリス
リトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸と多価カルボン酸との重縮合物からな
る群から選ばれる１種又は２種以上、
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【化３】

（式中、Ｒ1～Ｒ4はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表
し、Ｒ5及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表す
。）
　成分（Ｂ）：シリコーン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコーンを用いることにより生じる種々の問題を解決した化粧料、特に、
油中水型クリームや二層分離式メイクアップリムーバーなどとして好適に使用できる化粧
料に関する。
【０００２】
（発明の背景）
　シリコーン（シリコーン油、シリコーン系界面活性剤）は、安全性が高く、耐熱性及び
撥水性に優れるという利点がある。また、シリコーンは、使用感がよく（軽い感触）、皮
膚や毛髪上への広がりがよく、耐水性、乳化安定性、洗浄力及び洗い上がりの感触に優れ
ることから、特に化粧料分野においては、ファンデーション、口紅等のメイクアップ化粧
料、乳液、クリーム等のスキンケア化粧料、シャンプー、リンス等のヘアケア化粧料、サ
ンスクリーン等に広く使用されている。
　しかしながら、シリコーンには、油剤との相溶性が悪いという問題があるため、シリコ
ーン及び油剤を併用して配合する場合、シリコーン又は油剤の配合量が制限されてしまう
。又、シリコーンには、水性成分との親和性が悪いという問題があるため、二層分離式メ
イクアップリムーバー等の通常は油相と水相が分離し、使用時に振とうして使用するタイ
プの処方にシリコーンを配合する場合、シリコーンのみだと乳化状態を保持することが困
難で油相と水相の分離が早く、水性成分との親和性のよい成分又は界面活性剤（乳化剤）
の配合が必要となってしまう。
　従って、従来から、使用するシリコーンの量を制限したり、又はシリコーンとの相溶性
がよく、水性成分との親和性も優れた成分、例えば、リンゴ酸ジイソステアリル等の油剤
を用いることが行われてきた。しかしながら、リンゴ酸ジイソステアリルは、粘度が高い
ことから、感触が重くなってしまい、シリコーンを使用したときのメリットである使用感
のよさ（軽い感触）を阻害してしまうという欠点があった。
【０００３】
　一方、エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸とのエステル化合物や
その重縮合物を油剤として化粧料に配合することは既に知れられている（例えば、特許文
献１～１２）。これらの特許には、前記エステル化合物やその重縮合物を油剤として用い
、かつシリコーンと併用することも記載されているが、これらの特許の多くは、前記エス
テル化合物やその重縮合物の優れた微粒子（顔料）分散性を訴求するものであって、前記
エステル化合物やその重縮合物である油剤にシリコーンと併用すると、従来の問題点であ
る油剤との相溶性や水性成分との親和性の問題を解決できることについて記載も示唆もし
ていない。
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【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００３／０８２４５４号公報
【特許文献２】ＷＯ２００４／１００９０２号公報
【特許文献３】ＷＯ２００４／１００９１７号公報
【特許文献４】特開２００４－３３９０９３号公報
【特許文献５】特開２００４－３３９０９４号公報
【特許文献６】特開２００４－３３９０９５号公報
【特許文献７】特開２００４－３３９１００号公報
【特許文献８】特開２００４－３３９０９６号公報
【特許文献９】特開２００４－３３９０９７号公報
【特許文献１０】特開２００４－３３９０９９号公報
【特許文献１１】特開２００４－３３９２９５号公報
【特許文献１２】特開２００４－３３９１２１号公報
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は、シリコーンを必須成分として用いた場合に、油剤との相溶性や水性成分との
親和性に優れ、特に、シリコーンの含有量が多い場合でも油剤との相溶性や水性成分との
親和性に優れた化粧料を提供することを目的とする。
　本発明は、又、特に、界面活性剤を含有しなくても優れた特性を有する二層分離式メイ
クアップリムーバー及び二層分離式整髪料を提供することを目的とする。
【０００６】
　本発明は、化粧料用の数ある油剤の中から、特定のエリスリトール及び／又はエリスリ
トール縮合物と脂肪酸とのエステル化合物やその重縮合物を油剤として選択し、その特定
量をシリコーンと併用すると、上記課題を解決できるとの知見に基づいてなされたもので
ある。
　すなわち、本発明は、下記の成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２０質量％以上含有
し、油分中の成分（Ｂ）の含有量が５０質量％以上であることを特徴とする化粧料を提供
する。
　成分（Ａ）：エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸との一般式（Ｉ
）及び/又は（II）で示されるエステル化合物、エリスリトール及び／又はエリスリトー
ル縮合物と該エステル化合物と多価カルボン酸との重縮合物、エリスリトール及び／又は
エリスリトール縮合物と多価カルボン酸との重縮合物と脂肪酸との重縮合物、及びエリス
リトール及び／又はエリスリトール縮合物と脂肪酸と多価カルボン酸との重縮合物からな
る群から選ばれる１種又は２種以上、
【化１】

（式中、Ｒ1～Ｒ4はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表
し、Ｒ5及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子、脂肪酸残基又は多価カルボン酸残基を表す
。）
　成分（Ｂ）：シリコーン。
　本発明は、又、上記成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を含有することを特徴とする二



(5) JP 5488975 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

層分離式メイクアップリムーバー及び二層分離式整髪料を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、化粧料中にシリコーンを高濃度に配合することができ、かつ化粧料中
にシリコーンを高濃度に配合しても、シリコーンの持つ使用感のよさを阻害することなく
、使用感のよい化粧料が得られる。又、二層分離式メイクアップリムーバー及び二層分離
式整髪料において、シリコーンを高濃度に配合した場合でも、界面活性剤がなくても、使
用時は乳化状態を保持することが可能であるから、界面活性剤を使用しない処方が実現で
きるとの実用上大きな利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明で用いる成分(Ａ)を形成するための脂肪酸としては、炭素数５～２８の直鎖又は
分岐鎖の脂肪酸が好ましく、特に分岐鎖の脂肪酸が好ましい。このような分岐鎖の脂肪酸
としては、例えば、ピバリン酸、イソヘプタン酸、４－エチルペンタン酸、イソオクチル
酸、２－エチルヘキサン酸、４，５－ジメチルヘキサン酸、４－プロピルペンタン酸、イ
ソノナン酸、２－エチルヘプタン酸、３，５，５－トリメチルヘキサン酸、イソデカン酸
、イソドデカン酸、２－メチルデカン酸、３－メチルデカン酸、４－メチルデカン酸、５
－メチルデカン酸、６－メチルデカン酸、７－メチルデカン酸、９－メチルデカン酸、６
－エチルノナン酸、５－プロピルオクタン酸、イソラウリン酸、３－メチルヘンデカン酸
、６－プロピルノナン酸、イソトリデカン酸、２－メチルドデカン酸、３－メチルドデカ
ン酸、４－メチルドデカン酸、５－メチルドデカン酸、１１－メチルドデカン酸、７－プ
ロピルデカン酸、イソミリスチン酸、２－メチルトリデカン酸、１２－メチルトリデカン
酸、イソパルミチン酸、２－ヘキシルデカン酸、１４－メチルペンタデカン酸、２－エチ
ルテトラデカン酸、イソステアリン酸、メチル分岐型イソステアリン酸、２－へプチルウ
ンデカン酸、２－イソへプチルイソウンデカン酸、２－エチルヘキサデカン酸、１４－エ
チルヘキサデカン酸、１４－メチルヘプタデカン酸、１５－メチルヘプタデカン酸、１６
－メチルヘプタデカン酸、２－ブチルテトラデカン酸、イソアラキン酸、３－メチルノナ
デカン酸、２－エチルオクタデカン酸、イソヘキサコ酸、２４－メチルヘプタコサン酸、
２－エチルテトラコサン酸、２－ブチルドコサン酸、２－ヘキシルイコサン酸、２－オク
チルオクタデカン酸、２－デシルヘキサデカン酸などが挙げられ、これらを１種又は２種
以上を使用することができる。これらのうち炭素数８～１８の脂肪酸、特にイソオクチル
酸（さらに好ましくは、２－エチルヘキサン酸、４，５－ジメチルヘキサン酸）、イソノ
ナン酸（さらに好ましくは、２－エチルヘプタン酸、３，５，５－トリメチルヘキサン酸
）、イソパルミチン酸、イソトリデカン酸、イソステアリン酸（さらに好ましくは、メチ
ル分岐型イソステアリン酸、２－ヘプチルウンデカン酸、２－イソヘプチルイソウンデカ
ン酸）などの炭素数８～１８の分岐飽和脂肪酸が好ましい。
【０００９】
　直鎖脂肪酸とは、炭素数６から炭素数２８の直鎖脂肪酸で、例えば、カプロン酸、カプ
リル酸、オクチル酸、ノニル酸、デカン酸、ドデカン酸、ラウリン酸、トリデカン酸、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸などの直鎖飽和脂肪酸、また、カプ
ロレイン酸、ウンデシレン酸、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、オレイン酸、エラ
イジン酸、ゴンドイン酸、エルカ酸、ブラシン酸などの直鎖不飽和脂肪酸が挙げられ、こ
れらを１種又は２種以上を使用することができる。
　本発明の成分（Ａ）の一般式（Ｉ）で示されるエステル化合物は、モノエステル、ジエ
ステル、トリエステル、又はテトラエステルの１種又は２種以上からなるものである。ま
た、一般式（II）で示されるエステル化合物は、モノエステル又はジエステルの１種又は
２種からなるものである。また、一般式（Ｉ）及び一般式（II）で示されるエステル化合
物とは、一般式（Ｉ）で示されるエステル化合物と一般式（II）で示されるエステル化合
物からそれぞれ選ばれる２種以上の混合物である。
【００１０】
　さらに、本発明の成分（Ａ）の一般式（Ｉ）中のＲ1～Ｒ4の少なくとも１つが水素原子
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であることが好ましい。また、一般式（II）中のＲ５及びＲ６の少なくとも１つが水素原
子であることが好ましい。
　本発明では、さらに、上記一般式（Ｉ）を基本骨格とするジエステル、及びトリエステ
ルの合計含有率がエステル化合物中の２０～９４質量％、さらには４０～８０質量％を占
めるものが好ましい。
　さらに、本発明の成分（Ａ）は、エリスリトール及び／又はエリスリトール縮合物とイ
ソオクチル酸との反応物である一般式（Ｉ－１）及び/又は（II－１）で表されるエステ
ル化合物の混合物であって、一般式（Ｉ－１）を基本骨格とするモノエステル、ジエステ
ル、トリエステル、テトラエステルの含量がそれぞれ０～１０質量％、０～３０質量％、
１８～７０質量％及び６～７５質量％であることが好ましく、さらにそれぞれ０～３質量
％、０～２０質量％、１３～７０質量％及び８～６０質量％であることがより好ましく、
それぞれ０～３質量％、３～２０質量％、３０～７０質量％、８～４０質量％であること
が最も好ましい。そして、一般式（II－１）を基本骨格とするモノエステル、ジエステル
の含有量はそれぞれ、０～１０質量％、０～５０質量％が好ましく、さらにそれぞれ０～
３質量％、０～３５質量％であることがより好ましく、それぞれ０～３質量％、５～３５
質量％であるのが最も好ましい。
【００１１】
【化２】

（式中、Ｒ1'～Ｒ4'はそれぞれ独立して水素原子又はイソオクチル酸残基を表し、Ｒ5'及
びＲ6'はそれぞれ独立して水素原子又はイソオクチル酸残基を表す。但し、Ｒ1'～Ｒ4'の
全てが同時に水素原子を表さず、Ｒ5'及びＲ6'の両方が同時に水素原子を表さない。）
【００１２】
　尚、式中のイソオクチル酸残基としては、‐Ｃ（＝Ｏ）‐（ＣＨ２ＣＨ３）ＣＨ‐（Ｃ
Ｈ２）３‐ＣＨ３[２－エチルヘキサン酸]や‐Ｃ（＝Ｏ）‐（ＣＨ２）２－（ＣＨ３）Ｃ
Ｈ‐（ＣＨ３）ＣＨ‐ＣＨ３[４,５－ジメチルヘキサン酸]があげられる。
　モノエステル、ジエステル、トリエステル、テトラエステルの含量について、一般式（
Ｉ－１）の場合を、又、モノエステル、ジエステルの含量について、一般式（II－１）の
場合を説明したが、それらが一般式（Ｉ）の場合、一般式（II）の場合についても同様で
ある。
　本発明で用いる成分（Ａ）としては、特に、エリスリトール及び／又はエリスリトール
縮合物と２－エチルヘキサン酸との一般式（Ｉ）及び/又は（II）で示されるエステル化
合物であるのが好ましい。
　また、本発明の成分（Ａ）の重縮合物を調製するのに本発明で用いる多価カルボン酸と
しては、コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸やセバシン酸などの炭素数２から炭素数１
０の２塩基性カルボン酸が好ましく、特に炭素数４～１０の２塩基性飽和カルボン酸が好
ましい。これらは１種又は２種以上を使用することができる。
　本発明の成分（Ａ）の重縮合物の調製においては、原料として炭素数８～１８の分岐脂
肪酸（好ましくは飽和分岐脂肪酸）と炭素数２から炭素数１０の２塩基性カルボン酸（好
ましくは炭素数４～１０の２塩基性カルボン酸）との混合物や、炭素数８～１８の分岐脂
肪酸（好ましくは分岐飽和脂肪酸）及び炭素数８～１８の直鎖脂肪酸（直鎖飽和脂肪酸）
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と炭素数２から炭素数１０の２塩基性カルボン酸（好ましくは炭素数４～１０の２塩基性
カルボン酸）との混合物を用いるのが好ましい。この場合、分岐脂肪酸と２塩基性カルボ
ン酸とのモル比（分岐脂肪酸/２塩基性カルボン酸）を、７０/３０～９５/５で用いるの
がよく、分岐脂肪酸及び直鎖脂肪酸と２塩基性カルボン酸とのモル比（分岐脂肪酸及び直
鎖脂肪酸/２塩基性カルボン酸）を、７０／３０～９５／５で用いるのがよい。
【００１３】
　本発明の成分（Ａ）は、水酸基価（ＯＨＶ）（以下、単に「ＯＨＶ」と表す）が１０～
１５０のものが好ましく、ＯＨＶが２０～１２０のものがより好ましく、３０～１１０の
ものが最も好ましい。これらの中でも、特にＯＨＶが４５～８５のもが好ましい。ＯＨＶ
がこのような範囲にあると、他の油性成分に対する相溶性をより良好にするとともに、抱
水性が高くなるために、潤い感を得られやすいといった効果を発揮できる。ここでＯＨＶ
とは、医薬部外品原料規格一般試験法水酸基価測定法により得られた値とする。本発明の
成分（Ａ）は、室温で液状であるのが好ましく、粘度（２５℃）が３０～３００００ｍＰ
ａ・ｓであるのが好ましく、３０～１００００ｍＰａ・ｓであるのがより好ましく、３０
～５０００ｍＰａ・ｓであるのがさらに好ましく、３０～１０００ｍＰａ・ｓであるのが
最も好ましい。粘度は医薬部外品原料規格一般試験法粘度測定法第２法により得られた値
とする。
　本発明で対象とする成分（Ａ）は、例えば、エリスリトール１当量に対し脂肪酸及び／
又は多価カルボン酸を１．５～３．５当量仕込み、無触媒又は触媒（たとえば塩化スズ）
存在下、１８０～２４０℃にてエステル化及び／又は脱水縮合反応を行う。反応終了後は
、反応混合物を吸着処理等に付して触媒除去処理を行い、蒸留等により未反応原料など低
分子分を除去して、最終製品を得る方法により調製することができる。
【００１４】
　本発明で用いる成分(Ｂ)のシリコーンとしては、ジメチルポリシロキサン、メチルフェ
ニルポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシ
ロキサン、架橋型ポリエーテル変性シリコーン（例えば、（ジメチコン／（ＰＥＧ－１０
／１５））クロスポリマー、（ＰＥＧ－１５／ラウリルジメチコン）クロスポリマー等）
、アルキル変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、トリメチルシロキシケイ酸等のシ
リコーン油、アミノプロピルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、アミノエ
チルアミノプロピルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、アミノエチルアミノプロ
ピルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体等のアミノ変性シリコーン、ポリエ
ーテル変性シリコーン（例えば、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、
メチルポリシロキサン・セチルメチルポリシロキサン・ポリ（オキシエチレン・オキシプ
ロピレン）メチルポリシロキサン共重合体等）等のシリコーン系界面活性剤が挙げられる
。好ましくは、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチルシ
クロペンタシロキサン、アミノ変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、架橋型ポ
リエーテル変性シリコーンである。なお、実施例で用いたＰＥＧ－３ジメチコン及びＰＥ
Ｇ－１０ジメチコンは、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体の一種であ
る。これらのうち、成分（Ｂ）は、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキ
サン、デカメチルシクロペンタシロキサン、及びポリエーテル変性シリコーンからなる群
から選ばれる１種又は２種以上であるのが好ましい。
【００１５】
　本発明の化粧料は、上記成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２０質量％以上含有し、
油分中の成分（Ｂ）の含有量が５０質量％以上であることを特徴とする。
　このうち、上記成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２５質量％以上含有するのが好ま
しく、さらに３０％質量以上、例えば、３０～６０質量％含有するのが好ましい。本発明
では化粧料中の油分の上限は、７０質量％、６０質量％又は５０質量％であるのが好まし
い。
【００１６】
　又、油分中の成分（Ｂ）の含有量が６０質量％以上であるのが好ましく、さらに７５質
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量％以上、特に８０質量％又は８５質量％以上であるのが好ましい。油分中の成分（Ｂ）
の上限は、９５質量％、９０質量％又は８０質量％であるのが好ましい。
　一方、油分中の成分（Ａ）の含有量は、５質量％以上、１０質量％以上又は２０質量％
以上であるのが好ましい。このうち、特に５～４０質量％であるのが好ましく、１０～４
０質量％であるのがより好ましい。
　本発明で対象とする化粧料中の油分は、成分（Ａ）と（Ｂ）からなるのが好ましいが、
炭化水素、エステル油剤、脂肪酸、高級アルコール、フッ素系油剤、ラノリン誘導体、油
溶性界面活性剤等の他の油分を少量含有させてもよい。本発明において油分とは、成分（
Ａ）、成分（Ｂ）や炭化水素、エステル油剤、脂肪酸、高級アルコール、フッ素系油剤、
ラノリン誘導体、油溶性界面活性剤等の一般的に化粧料に配合される油性成分のことを意
味する。
　化粧料中の油分以外の残部は、水や各種溶媒など、対象とする化粧料に通常用いられて
いるものとすることができる。化粧料中の水の含有量は、３０～７０質量％であるのが好
ましく、３０～６０質量％であるのがより好ましい。
【００１７】
　従って、本発明の化粧料は、上記成分の他に、必要に応じて、本発明の効果を損なわな
い範囲で、上記成分以外の各種成分、例えば、対象とする化粧料に通常配合される成分、
例えば、炭化水素、エステル、脂肪酸、高級アルコール、フッ素系油剤、ラノリン誘導体
等の他の油分（例えば、(トリベヘン酸／イソステアリン酸／エイコサン二酸)グリセリル
等）、水、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコー
ル、ヘキシレングリコール、ポリエチレングリコールなどの各種グリコール類、エタノー
ル、ブタノールなどの低級アルコール、粉体（例えば、酸化チタン等）、界面活性剤、紫
外線吸収剤、保湿剤、水性成分（水、グリコール類、低級アルコール以外の水性成分）、
無機塩（例えば、塩化ナトリウム等）、有機塩、皮膜形成剤、褪色防止剤、酸化防止剤、
消泡剤、美容成分、防腐剤（例えば、メチルパラベン等）、各種植物エキス、香料などを
各種の効果を付与するために適宜配合することができる。
　特に、本発明においては、化粧料中に含まれている水、エタノール、１，３－ブチレン
グリコール、グリセリンなどの水性成分との親和性に優れるとの利点が有る。
【００１８】
　本発明で対象とする化粧料としては、ファンデーション、油中水型乳化リキッドファン
デーション、マスカラ等のメイクアップ化粧料、乳液、クリーム等のスキンケア化粧料、
サンスクリーン、二層分離式メイクアップリムーバー、二層分離式整髪料があげられ、特
に、油中水型クリームや油中水型サンスクリーンクリームなどの油中水型化粧料及び二層
分離式メイクアップリムーバー（多重相分離型洗浄剤や二層分離式クレンジング剤ともい
う）、二層分離式整髪料に好適に使用することができる。
　ここで、本発明で対象とする化粧料、特に、油中水型化粧料の場合には、成分（Ｂ）と
して、シリコーン系の界面活性剤を用いるのが好ましい。この場合、さらにシリコーン系
以外の界面活性剤を併用することができるが、シリコーン系以外の界面活性剤を併用しな
いのが好ましい。シリコーン系の界面活性剤を用いる場合、化粧料中０．５～７質量％程
度含有させるのが好ましく、１～５質量％程度含有させるのがより好ましい。
　二層分離式メイクアップリムーバー及び二層分離式整髪料の場合には、上記成分（Ａ）
と（Ｂ）を任意の割合で含有する二層分離式メイクアップリムーバー及び二層分離式整髪
料を調製してもよい。このうち、本発明で用いる油分は、シリコーンを高濃度に配合した
場合でも、界面活性剤がなくても、使用時は乳化状態を保持することが可能であるから、
シリコーン系の界面活性剤はもとより、シリコーン系以外の界面活性剤も使用しないで調
製したものが好ましい。
【００１９】
　二層分離式メイクアップリムーバーの場合、上記各種の好ましい条件を適用することが
できるが、成分（Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２０～６０質量％、水溶性溶媒と水を合
計量で３０～８０質量％（好ましくは５０質量％以上）含有するのが好ましい。ここで、
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水溶性溶媒としては、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレ
ングリコール、ヘキシレングリコール、ポリエチレングリコールなどの各種グリコール類
、そのアルキルエーテル類、アルキルエステル類など、例えば、特開平１０－１０１５２
９号公報、特開２００２－１１４６３６号公報や特開２００３－１９２５３５号公報など
に記載のものを用いることができる。
【００２０】
　二層分離式整髪料の場合、上記各種の好ましい条件を適用することができるが、成分（
Ａ）と（Ｂ）を含有する油分を２０～６０質量％、水溶性溶媒と水を合計量で３０～８０
質量％（好ましくは５０質量％以上）含有するのが好ましい。さらに、指通りの良さや仕
上がりのしなやかさを毛髪に付与するために、水相中にカチオン性高分子を加えることも
できる。本発明で用いられるカチオン性高分子は、通常化粧料等に使用されるものであれ
ば特に限定されないが、カチオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グア
ーガム誘導体、カチオン化フェヌクリークガム誘導体、カチオン化タラガム誘導体、カチ
オン化ローカストビーンガム誘導体、ジアリル四級アンモニウム塩のホモポリマー、ジア
リル四級アンモニウム塩／アクリルアミド共重合物、四級化ポリビニルピロリドン誘導体
、ポリグリコールポリアミン縮合物、ビニルイミダゾリウムトリクロライド／ビニルピロ
リドン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース／ジメチルジアリルアンモニウムクロライ
ド共重合体、ビニルピロリドン／四級化ジメチルアミノエチルメタクリレート共重合体、
ポリビニルピロリドン／アルキルアミノアクリレート共重合体、ポリビニルピロリドン／
アルキルアミノアクリレート／ビニルカプロラクタム共重合体、ビニルピロリドン／メタ
クリルアミドプロピル塩化トリメチルアンモニウム共重合体、アルキルアクリルアミド／
アクリレート／アルキルアミノアルキルアクリルアミド／ポリエチレングリコールメタク
リレート共重合体、アジピン酸／ジメチルアミノヒドロキシプロピルエチレントリアミン
共重合体、ビニルピロリドン・Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエ
チル硫酸塩、塩化メチルビニルイミダゾリウム・ビニルピロリドン共重合体等が挙げられ
る。好ましくは、カチオン化セルロース誘導体、カチオン化グアーガム誘導体、ビニルピ
ロリドン・Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩、塩化メ
チルビニルイミダゾリウム・ビニルピロリドン共重合体である。本発明の二層分離式整髪
料では、カチオン性高分子を０.１～５質量％含有するのが好ましい。
　次に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
【実施例】
【００２１】
〔エリスリトール脂肪酸エステルの製造〕
（製造例１）エリスリトールと２－エチルヘキサン酸のエステル化合物の調製
　２－エチルヘキサン酸〔協和発酵（株）製、オクチル酸〕１７８ｇ（１．２４モル）と
エリスリトール〔日研化学（株）、エリスリトール〕７２ｇ（０．５９モル）を撹拌機、
温度計、窒素ガス吹込管、水分離管を備えた３００ｍｌの四つ口フラスコに仕込み、還流
溶剤としてキシレンを全仕込み量の５質量％の量で加え、混合物を１８０～２４０℃で２
０時間撹拌反応させた。反応終了後、還流溶剤であるキシレンを減圧留去し、活性白土を
用いて脱色処理を行い、常法にて脱臭・蒸留処理を行い、目的とする製造例１のエリスリ
トールと２－エチルヘキサン酸のエステル化合物１４２ｇを得た。
　このエステル化合物は、一般式（Ｉ）を基本骨格とするモノエステル、ジエステル、ト
リエステル、テトラエステル、及び一般式（ＩＩ）を基本骨格とするジエステルの含有量
は、以下の通りであった。
　　一般式（Ｉ）を基本骨格とするモノエステル：０質量％
　　一般式（Ｉ）を基本骨格とするジエステル：７．７質量％
　　一般式（Ｉ）を基本骨格とするトリエステル：４１．５質量％
　　一般式（Ｉ）を基本骨格とするテトラエステル：２０．４質量％
　　一般式（II）を基本骨格とするモノエステル：０質量％
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　　一般式（II）を基本骨格とするジエステル：２８．９質量
　また、このエステルの水酸基価は６３であり、ブルックフィールド粘度計で測定した粘
度（２５℃）は７２ｍＰａ・ｓであった。
【００２２】
参考例１
〔シリコーンとの相溶性の評価〕
　製造例１のエステル化合物１０ｇと表１に示す各種シリコーン１０ｇ（製造例１のエス
テル化合物：各種シリコーンの質量比で１：１）を混合、撹拌した後、室温で２４時間静
置して、サンプルの状態を目視で確認することで、製造例１のエステル化合物のシリコー
ンとの相溶性を評価した。評価は以下の基準で行った。また、顔料分散性に優れ、化粧料
に汎用される油剤であるリンゴ酸ジイソステアリル（商品名：コスモール２２２、メーカ
ー名：日清オイリオグループ（株）製）及びトリイソステアリン酸ジグリセリル（商品名
：コスモール４３Ｖ、メーカー名：日清オイリオグループ（株）製）についても同様の方
法でシリコーンとの相溶性の評価を行った。その結果を表１に示す。
シリコーンとの相溶性の評価基準
○：完全溶解
△：均一にくもっている
×：完全分離
【００２３】

※１：東レ・ダウコーニング（株）製、ＳＨ２４５
※２：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃｓ
※３：信越化学（株）製、ＫＦ－６０１５
※４：信越化学（株）製、ＫＦ－６０１７
※５：ゴールドシュミット社製、ＡＢＩＬ　ＥＭ９０
※６：信越化学（株）製、ＫＳＧ－２１０
※７：信越化学（株）製、ＫＳＧ－３１０
【００２４】
　表１からわかるように、製造例１のエステル化合物は、シリコーンとの相溶性がよかっ
た。
　リンゴ酸ジイソステアリルは、シリコーンとの相溶性が比較的よかった。一方、トリイ
ソステアリン酸ジグリセリルは、シリコーンとの相溶性が悪かった。
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【００２５】
実施例１〔油中水型クリーム〕
　表２に示した成分１～６を７０℃で十分に撹拌して、油相部とした。そこに、７０℃に
加熱した成分７～１０を徐々に添加して、ホモミキサー（商品名：卓上型クイックホモミ
キサー　ＬＲ－１、メーカー名：みずほ工業社製）を用いて乳化した後、冷却して油中水
型クリームを調製した。
　前記油中水型クリームを以下の評価方法及び評価基準に従って、評価した。
　被験者１０名に油中水型クリームを使用してもらい、油中水型クリームののびの良さ、
べたつきの無さの各項目を被験者が３段階評価（良い：２点、普通：１点、悪い：０点）
したものを官能評価とした。さらに、各被験者の官能評価を合計したものを総合評価とし
、以下の基準で評価した。
総合評価の評価基準
○：合計点数が１５点以上
△：合計点数が１０点以上１４点未満
×：合計点数が１０点未満
【００２６】

※１：東レ・ダウコーニング（株）製、ＳＨ２４５
※２：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃｓ
※３：ゴールドシュミット社製、ＡＢＩＬ　ＥＭ９０
※４：信越化学（株）製、ＫＦ－６０１７
※５：日清オイリオグループ（株）製、コスモール２２２
【００２７】
　表２からわかるように、製造例１のエステル化合物を配合した実施例１の油中水型クリ
ームは、使用感（のび、べたつき）が良好なものであった。
　一方、比較的シリコーンとの相溶性のよいリンゴ酸ジイソステアリルを配合した比較例
１の油中水型クリームは、実施例１の油中水型クリームに比べて、使用感（のび、べたつ
き）の面で劣るものであった。
【００２８】
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実施例２〔油中水型サンスクリーンクリーム〕
　表３に示した成分１～４を７０℃で十分に撹拌しながら成分５～７を加えて、油相部と
した。そこに、７０℃に加熱した成分８～１１を徐々に添加して、ホモミキサーを用いて
乳化した後、冷却して油中水型サンスクリーンクリームを調製した。
【００２９】
　前記油中水型サンスクリーンクリームを以下の評価方法及び評価基準に従って、評価し
た。
　（感触の評価）
　被験者１０名に油中水型サンスクリーンクリームを使用してもらい、油中水型サンスク
リーンクリームの感触を被験者が３段階評価（良い：２点、普通：１点、悪い：０点）し
たものを官能評価とした。さらに、各被験者の官能評価を合計したものを総合評価とし、
以下の基準で評価した。
感触の総合評価の評価基準
○：合計点数が１５点以上
△：合計点数が１０点以上１４点未満
×：合計点数が１０点未満
【００３０】

※１：東レ・ダウコーニング（株）製、ＳＨ２４５
※２：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃｓ
※３：信越化学（株）製、ＫＦ－６０１７
※４：テイカ（株）製、ＭＴ－５００Ｂ
※５：日清オイリオグループ（株）製、ノムコートＳＧ
※６：日清オイリオグループ（株）製、コスモール２２２
【００３１】
　表３からわかるように、製造例１のエステル化合物を配合した実施例２の油中水型サン
スクリーンクリームは、使用感（感触）が良好なものであった。
　一方、比較的シリコーンとの相溶性もよいリンゴ酸ジイソステアリルを配合した比較例
２の油中水型サンスクリーンクリームは、実施例２の油中水型サンスクリーンクリームに
比べて、使用感（感触）の面で劣るものであった。
【００３２】
実施例３〔二層分離式メイクアップリムーバー〕
　表４に示した成分１～４に、あらかじめ７０℃で加熱溶解した成分５～８を加えて、二
層分離式メイクアップリムーバーを調製した。
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　得られた前記二層分離式メイクアップリムーバーを以下の評価方法及び評価基準に従っ
て、評価した。
　（乳化状態の保持時間の評価）
　二層分離式メイクアップリムーバーの乳化状態の保持時間を評価するために、二層分離
式メイクアップリムーバーをガラス容器中で３０回強く振とうして均一に混合した後、室
温で静置して、乳化状態の保持時間を測定した。乳化状態の保持時間は以下の基準で評価
し、○を合格とした。
　二層分離式メイクアップリムーバーは、軽く振とうさせることにより、油相と水相を一
時的に乳化させて使用するものである。元の二層に分離した状態に戻るまでの時間が早す
ぎると、使用性の面で問題となる。従って、二層分離式メイクアップリムーバーの乳化状
態の保持時間が長いほど、使用性の面で有利であるといえる。
乳化状態の保持時間の評価基準
○：保持時間が３分以上
△：保持時間が１分以上３分未満
×：保持時間が１分未満
【００３３】
　（洗い上がりの感触の評価）
　被験者１０名に二層分離式メイクアップリムーバーを使用してもらい、二層分離式メイ
クアップリムーバーの水で洗い流した後の感触を被験者が３段階評価（良い：２点、普通
：１点、悪い：０点）したものを官能評価とした。さらに、各被験者の官能評価を合計し
たものを総合評価とし、以下の基準で評価した。
洗い上がりの感触の総合評価の評価基準
○：合計点数が１５点以上
△：合計点数が１０点以上１４点未満
×：合計点数が１０点未満
【００３４】

※１：東レ・ダウコーニング（株）製、ＳＨ２４５
※２：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃｓ
※３：日清オイリオグループ（株）製、コスモール２２２
【００３５】
　表４からわかるように、製造例１のエステル化合物を配合した本発明品１～３の二層分
離式メイクアップリムーバーは、乳化状態の保持時間及び使用感（洗い上がりの感触）が
良好なものであった。
　一方、油剤が配合されていない比較例３の分離型メイクアップリムーバーは、本発明品



(14) JP 5488975 B2 2014.5.14

10

20

30

１～３の分離型メイクアップリムーバーに比べて、乳化状態の保持時間及び使用感（洗い
上がりの感触）が劣るものであった。また、比較的シリコーンとの相溶性がよいリンゴ酸
ジイソステアリルを配合した比較例４の二層分離式メイクアップリムーバーは、乳化状態
の保持時間は良好であるが、本発明品１～３の分離型メイクアップリムーバーに比べて、
使用感（洗い上がりの感触）の面で劣るものであった。
【００３６】
実施例４〔二層分離式整髪料〕
　表５に示した成分１～５に、あらかじめ７０℃で加熱溶解した成分６～１１を加えて、
二層分離式整髪料を調製した。
　得られた前記二層分離式整髪料を以下の評価方法及び評価基準に従って、評価した。
　（乳化状態の保持時間の評価）
　二層分離式整髪料の乳化状態の保持時間を評価するために、二層分離式整髪料をガラス
容器中で３０回強く振とうして均一に混合した後、室温で静置して、乳化状態の保持時間
を測定した。乳化状態の保持時間は以下の基準で評価し、○を合格とした。
　二層分離式整髪料は、軽く振とうさせることにより、油相と水相を一時的に乳化させて
使用するものである。元の二層に分離した状態に戻るまでの時間が早すぎると、使用性の
面で問題となる。従って、二層分離式整髪料の乳化状態の保持時間が長いほど、使用性の
面で有利であるといえる。
乳化状態の保持時間の評価基準
○：保持時間が３分以上
△：保持時間が１分以上３分未満
×：保持時間が１分未満
【００３７】
　（べたつき及び髪のまとまりの評価）
　人毛のウィッグを、市販の通常タイプのシャンプーとリンスにて施術後、乾燥させた。
次に、本発明品４～７の試料５ｇを各々人毛ウィッグの毛に塗布し、乾燥したものについ
て、べたつきのなさと髪のまとまりについて３段階評価（良い：２点、普通：１点、悪い
：０点）したものを官能評価とした。さらに、各評価者の評価結果を合計したものを総合
評価とし、以下の基準で評価した。
○：合計点数が１５点以上
△：合計点数が１０点以上１４点未満
×：合計点数が１０点未満
【００３８】
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※１：東レ・ダウコーニング（株）製、ＳＨ２４５
※２：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃｓ
※３：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ｈ－３万ｃｓ
※４：信越化学（株）製、ＫＦ－９６Ｈ－５０万ｃｓ
※５：日清オイリオグループ（株）製、コスモール２２２
※６：アイエスピー・ジャパン（株）製、ガフカット７５５Ｎ
※７：花王（株）製、ポイズＣ－６０Ｈ
【００３９】
　表５からわかるように、製造例１のエステル化合物を配合した本発明品４～７の二層分
離式整髪料は、乳化状態の保持時間、べたつき及び髪のまとまりが良好なものであった。
　一方、油剤が配合されていない比較例５の二層分離式整髪料は、本発明品４～７の二層
分離式整髪料に比べて、乳化状態の保持時間及び髪のまとまりが劣るものであった。また
、比較的シリコーンとの相溶性がよいリンゴ酸ジイソステアリルを配合した比較例６の二
層分離式整髪料は、乳化状態の保持時間及び髪のまとまりは良好であるが、本発明品４～
７の二層分離式整髪料に比べて、べたつきの面で劣るものであった。
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